
第１０７回厚生労働省社会保障審議会介護保険部会

基本指針を了承、負担増は継続審議
２０２３年７月１０日（月）１０：００～１２：００

１０日の介護保険部会は、2月以来の開催となり、下記の議論が行われました。
１ 基本指針等について（基本指針の構成、新旧案、職業紹介・労働者派遣）
２ 給付と負担について
３ その他（匿名介護情報等の提供、認知症基本法、居住支援機能等のあり方に関する検討会設置）
負担増については、6月に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針2023」（骨太の方針）において、

「年末までに結論を得る」となり、報酬とセットで継続審議することとなりました。

委
員
か
ら
の
主
な
意
見

基
本
指
針
に
つ
い
て

・
介
護
現
場
で
生
産
性
向
上
が
進
ん
で
い

な
い
。IC

T

導
入
補
助
や
伴
走
型
支
援
を

進
め
て
ほ
し
い

・
文
書
負
担
削
減
に
つ
い
て
ロ
ー
カ
ル

ル
ー
ル
改
善
を
す
す
め
て
ほ
し
い

（
民
間
介
護
推
進
委
員
会
）

・
介
護
業
界
で
は
、
他
産
業
へ
の
人
材
流

出
に
拍
車
が
か
か
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め

有
料
職
業
紹
介
所
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

し
か
し
、
紹
介
手
数
料
が
高
額
で
あ
り
、

経
営
を
圧
迫
し
て
い
る
。
紹
介
所
の
現
状

に
つ
い
て
、
詳
細
な
デ
ー
タ
を
示
し
て
ほ

し
い

（
全
国
老
人
保
健
施
設
協
会
）

・
生
産
性
向
上
と
は
介
護
の
価
値
観
を
向

上
し
、
間
接
業
務
を
減
ら
し
て
直
接
業
務

を
増
や
し
利
用
者
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
を
図
る
と
明
確
に
す
べ
き

（
日
本
医
師
会
）

給
付
と
負
担
に
つ
い
て

・
高
齢
者
の
収
支
状
況
の
デ
ー
タ
に
つ
い

て
物
価
高
騰
が
続
い
て
お
り
、
よ
り
最
新

の
デ
ー
タ
に
基
づ
い
て
検
討
す
る
べ
き

・
中
長
期
の
視
点
に
立
っ
て
し
っ
か
り
議

論
す
る
べ
き

（
民
間
介
護
推
進
委
員
会
）

・
給
付
と
負
担
の
見
直
し
に
つ
い
て
部
会

で
の
議
論
を
経
な
い
ま
ま
、
骨
太
方
針
で

年
末
に
延
期
さ
れ
た
こ
と
は
遺
憾
で
あ
る

（
健
康
保
険
組
合
連
合
会
）

・
2

割
負
担
対
象
者
の
拡
大
は
、
年
金
生

活
者
の
実
態
を
正
確
に
把
握
す
る
べ
き
。

物
価
が
値
上
が
り
し
て
い
る
中
、
介
護
保

険
の
負
担
増
が
生
活
に
追
い
打
ち
を
か
け

る
。
慎
重
に
議
論
す
る
べ
き

（
高
齢
社
会
を
よ
く
す
る
女
性
の
会
）

・
協
会
け
ん
ぽ
の
加
入
者
の
大
半
を
占
め

る
中
小
零
細
企
業
と
そ
の
従
業
員
に
と
っ

て
は
、
現
在
の
経
済
環
境
下
で
は
、
負
担

は
限
界
に
達
し
て
い
る
と
考
え
る

（
全
国
健
康
保
険
協
会
）

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33988.html

〇一定以上所得（2割負担）対象利用者の拡大を検討
現行 年金収入（1人世帯）340万円→３割負担

280万円→２割負担
○１号保険料設定の多段階化（現行９段階）
〇65歳以上の高所得者の保険料引き上げの検討

詳細は厚労省HPへ

基本指針見直しのポイント

給付と負担

職業紹介について今後の対応
１．悪質な職業紹介事業者の排除
２．有料職業紹介事業の更なる透明化
３．優良な紹介事業者の選択円滑化
４．ハローワークの機能強化

職業紹介・労働者派遣について

１．介護サービス基盤の計画的な整備
① 地域の実情に応じたサービス基盤の整備
・ 中長期的な地域の人口動態や介護ニーズの見込み等を適
切に捉えて、施設・サービス種別の変更など既存施設・事
業所のあり方も含め検討し、地域の実情に応じて介護サー
ビス基盤を計画的に確保していく必要
・ 医療・介護双方のニーズを有する高齢者の増加を踏まえ、
医療・介護を効率的かつ効果的に提供する体制の確保、医
療・介護の連携強化が重要
・ 中長期的なサービス需要の見込みをサービス提供事業者
を含め、地域の関係者と共有し、サービス基盤の整備の在
り方を議論することが重要
② 在宅サービスの充実
・ 居宅要介護者の在宅生活を支えるための定期巡回・随時
対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護、看護小規
模多機能型居宅介護など地域密着型サービスの更なる普及
・ 居宅要介護者の様々な介護ニーズに柔軟に対応できるよ
う、複合的な在宅サービスの整備を推進することが重要
・ 居宅要介護者を支えるための、訪問リハビリテーション
等や介護老人保健施設による在宅療養支援の充実

２．地域包括ケアシステムの深化・推進に向けた取組
① 地域共生社会の実現
・ 地域包括ケアシステムは地域共生社会の実現に向けた中
核的な基盤となり得るものであり、制度・分野の枠や「支え
る側」「支えられる側」という関係を超えて、地域住民や多
様な主体による介護予防や日常生活支援の取組を促進する観
点から、総合事業の充実を推進
・ 地域包括支援センターの業務負担軽減と質の確保、体制
整備を図るとともに、重層的支援体制整備事業において属性
や世代を問わない包括的な相談支援等を担うことも期待
・ 認知症に関する正しい知識の普及啓発により、認知症へ
の社会の理解を深めることが重要
② デジタル技術を活用し、介護事業所間、医療・介護間で
の連携を円滑に進めるための医療・介護情報基盤を整備
③ 保険者機能の強化
・ 給付適正化事業の取組の重点化・内容の充実・見える化
３．地域包括ケアシステムを支える介護人材確保及び介護現
場の生産性向上
・ 介護人材を確保するため、処遇の改善、人材育成への
支援、職場環境の改善による離職防止、外国人材の受入環境
整備などの取組を総合的に実施
・ 都道府県主導の下で生産性向上に資する様々な支援・施
策を総合的に推進。介護の経営の協働化・大規模化により、
人材や資源を有効に活用。
・ 介護サービス事業者の財務状況等の見える化を推進
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